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◆
◆ 

人
事
案
件 

◆
◆ 

▽
岡
谷
市
等
公
平
委
員
会
委
員
に
小
口

由
企
夫
氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意

し
ま
し
た
。 

 

◆
◆ 

条
例
等 

◆
◆ 

▽
岡
谷
市
男
女
共
同
参
画
条
例
を
男
女

共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
て
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
て
い
く

た
め
制
定
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

▽
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例

を
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
改
正

に
伴
い
一
部
改
正
す
る
こ
と
を
決
め

ま
し
た
。 

▽
岡
谷
市
保
育
所
条
例
を
市
立
あ
や
め

保
育
園
の
位
置
を
変
更
す
る
こ
と
に

伴
い
一
部
改
正
す
る
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。 

▽
岡
谷
市
職
員
の
公
益
法
人
等
へ
の
派

遣
等
に
関
す
る
条
例
を
地
方
公
営
企

業
労
働
関
係
法
の
改
正
に
伴
い
、
一

部
改
正
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

▽
岡
谷
市
特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
に

関
す
る
条
例
を
「
市
長
、
助
役
、
収

入
役
、
教
育
長
、
議
長
、
副
議
長
、

議
員
、
そ
の
他
非
常
勤
特
別
職
」
の

報
酬
を
減
額
等
す
る
た
め
一
部
改
正

す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

▽
岡
谷
市
特
別
会
計
条
例
を
緑
資
源
公

団
が
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
に

改
組
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
一
部
改

正
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

▽
岡
谷
市
商
工
業
振
興
条
例
を
工
場
等

の
新
設
及
び
増
設
に
対
す
る
支
援
を

拡
充
し
、
工
業
の
一
層
の
振
興
を
図

る
た
め
、
一
部
改
正
す
る
こ
と
を
決

め
ま
し
た
。 

▽
岡
谷
市
印
鑑
の
登
録
及
び
証
明
に
関

す
る
条
例
を
印
鑑
登
録
証
明
事
務
処

理
要
領
の
改
正
に
伴
い
、
一
部
改
正

す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

 

◆
◆ 

15
年
度
補
正
予
算
◆
◆ 

▽
一
般
会
計
で
、
職
員
の
退
職
手
当
追

加
分
、
市
立
岡
谷
病
院
・
健
康
保
険

岡
谷
塩
嶺
病
院
事
業
会
計
負
担
金
追

加
分
、
川
岸
駅
前
公
衆
ト
イ
レ
建
設

工
事
、
中
小
企
業
金
融
対
策
事
業
追

加
分
な
ど
の
た
め
、
７
億
２
６
８
３

万
円
を
追
加
し
、
総
額
241
億
４
９
０

１
万
９
千
円
と
す
る
こ
と
を
決
め
ま

し
た
。 

▽
市
立
岡
谷
病
院
事
業
会
計
、
健
康
保

険
岡
谷
塩
嶺
病
院
事
業
会
計
、
水
道

事
業
会
計
の
補
正
予
算
を
そ
れ
ぞ
れ

決
め
ま
し
た
。 

 

◆
◆ 

16
年
度
予
算 

◆
◆ 

▽
一
般
会
計
、
８
特
別
会
計
、
湊
財
産

区
一
般
会
計
、
４
企
業
会
計
を
そ
れ

ぞ
れ
決
め
ま
し
た
。（
２
〜
７
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
） 

 
◆
◆ 
一
般
質
問 

◆
◆ 

▽
15
人
の
議
員
が
、
新
年
度
予
算
、
ま

ち
づ
く
り
、
合
併
問
題
、
福
祉
、
教

育
、
環
境
な
ど
市
政
全
般
に
わ
た
り

活
発
な
議
論
を
交
わ
し
ま
し
た
。 

 

◆
◆ 

請
願
・
意
見
書 

◆
◆ 

▽
「
長
野
県
内
に
〝
が
ん
セ
ン
タ
ー
〞

の
設
置
を
求
め
る
意
見
書
」「
中
小

企
業
金
融
支
援
策
の
早
期
実
施
及
び

金
融
ア
セ
ス
メ
ン
ト
法
の
制
定
を
求

め
る
意
見
書
」
を
可
決
し
、
関
係
行

政
庁
へ
提
出
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し

た
。
ま
た
、「
年
金
課
税
強
化
の
撤

回
を
求
め
る
請
願
」「
年
金
課
税
強

化
の
撤
回
を
求
め
る
意
見
書
採
択
の

請
願
」
は
不
採
択
、「
地
方
交
付
税

の
大
幅
削
減
の
中
止
を
求
め
る
意
見

書
」「
公
立
保
育
所
運
営
費
国
庫
負

担
金
の
廃
止
、
一
般
財
源
化
に
反
対

す
る
意
見
書
」
は
否
決
と
な
り
ま
し

た
。 

市議会定例会を開催 市議会定例会を開催 市議会定例会を開催 
　第２回岡谷市議会定例会が、２月24日（火）から

３月19日（金）の25日間の会期で開かれました。 

　この議会では、16年度予算審議や、公平委員会

委員の選任、条例の改正等の審議のほか、一般質問

も行われました。 

　主な内容をお知らせします。 

　諏訪６市町村任意合併協議会は、３月31日（水）をも
って解散しました。今後は、岡谷市・諏訪市・下諏訪町
の２市１町の職員による合併を検討する「湖周都市プロ
ジェクトチーム」が発足しますのでお知らせします。 

　問合せ先 
○諏訪市役所402会議室〔４階〕1５２－４１４１ 
○岡谷市役所 広域合併推進室 123－4811（内線1521） 

諏訪地域６市町村 
　　任意合併協議会の解散について 
諏訪地域６市町村 
　　任意合併協議会の解散について 
諏訪地域６市町村 
　　任意合併協議会の解散について 
諏訪地域６市町村 
　　任意合併協議会の解散について 

市議会の会議録は、岡谷市議会ホームページからご覧いた市議会の会議録は、岡谷市議会ホームページからご覧いただけますだけます。 市議会の会議録は、岡谷市議会ホームページからご覧いただけます。 



4月1
日から

 児童手当 児童手当 児童手当 が小学校３年生まで拡大されます！ が小学校３年生まで拡大されます！ 
　平成16年４月１日から、児童手当制度が拡充されました。 
　支給対象年齢が、現在の義務教育就学前（６歳到達後最初の年度末）までから、小学校第
３学年修了前（９歳到達後最初の年度末）まで拡大されます。 
　新たに、児童手当を受けようとされる児童の保護者のみなさんについては、市民課の窓口
（公務員の方は勤務先）で、認定請求等の手続きが必要となります。なお、改正に伴う新規
請求等は、平成16年９月30日までに受け付けたものに限り、特例的に４月１日（または支
給要件に該当した日）にさかのぼって支給されます。 

小学校入学児童の保護者のみなさん 
（平成９年４月２日生まれ～平成10年４月１日生まれ） 

　平成16年３月31日まで、当該児童に係る児童手当
を受給していた保護者の方は、特段の手続きは必要あ
りません。児童手当は４月以降も引き続き支給されま
す。（ただし６月に現況届けを送りますので提出して
ください） 
　上記に該当しない保護者の方で、受給資格がある場
合は、認定請求または額改定認定請求が必要になりま
す。（右記参照） 

☆ 請求手続きに必要な書類および詳細は、４月上旬に学校を通じお子さんに、通知をお配りします。 

（注）所得が一定額以上の場合、児童手当が支給されない場合があります。 

小学校２・３年生の児童の保護者のみなさん 
（平成７年４月２日生まれ～平成９年４月１日生まれ） 

　現在、児童手当を受給していない保護者の方は認定請
求、現在すでに下のお子さん等（就学前児童）で児童手
当を受給されている保護者の方は額改定請求等が必要と
なります。なお請求書の他に、認定に必要な添付書類は、
次のとおりです。 
①年金加入証明書（請求者が厚生年金加入者の場合） 
②所得証明書（岡谷市に転入された方で平成15年１月
１日に岡谷市に住所がなっかった方。前住所地の市
町村から取り寄せてください。） 

お問い合わせは…　市民課　年金・市民サービス担当1２３－４８１１（内線1157） 
 

～みんなで気持ちよいあいさつをしましょう～ 
あいさつ運動強調月間 

おはよう ！！ 

　あいさつは、人とのふれあい
や心の通じ合いの第一です。よ
り良い人間関係を築くためには、
時と場をわきまえた、真心のこ
もった礼儀正しいあいさつがで
きることが大切です。 
　市内小中学校では、４月を「あ
いさつ運動強調月間」として重
点的にあいさつ運動に取り組み
ます。この機会に、自分のあい
さつのあり方などをふりかえり、
学校や家庭、職場や地域社会で
みんなが気持ちよくあいさつを
交わしましょう。 

運
動
の
重
点 

▽
学
校
で
は
友
だ
ち
同
士
、
先

生
と
児
童
・
生
徒
が
、
明
る

い
元
気
な
あ
い
さ
つ
を
響
か

せ
ま
し
ょ
う
。 

　
　
ま
た
、
地
域
活
動
の
場
で

も
明
る
く
い
ろ
い
ろ
な
人
に

あ
い
さ
つ
を
し
ま
し
ょ
う
。 

▽
家
庭
で
は
、
家
族
全
員
が
あ

い
さ
つ
を
習
慣
化
し
ま
し
ょ

う
。 

▽
各
種
団
体
等
で
は
、
会
議
な

ど
を
通
し
て
、
あ
い
さ
つ
の

実
践
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

▽
事
業
所
で
は
、
立
て
看
板
な

ど
を
掲
示
し
て
、
あ
い
さ
つ

を
実
践
し
、
明
る
い
職
場
づ

く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。 

▽
小
中
学
校
の
通
学
路
で
は
、

誰
で
も
お
互
い
に
あ
い
さ
つ

を
交
わ
し
合
い
、
地
域
の
人

と
児
童
・
生
徒
の
ふ
れ
あ
い

を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。 

う
れ
し
い
な
　
あ
り
が
と
う
っ
て
　
言
わ
れ
た
よ
 

　
　
　
　
　
有
賀
　
優
貴
さ
ん
（
上
の
原
小
5
年
）
 

あ
い
さ
つ
は
　
み
ん
な
の
笑
顔
　
よ
び
だ
す
よ
 

　
　
　
　
　
守
屋
　
佑
亮
さ
ん
（
長
地
小
5
年
）
 

あ
い
さ
つ
は
　
み
ん
な
の
元
気
　
と
り
も
ど
す
 

　
　
　
　
　
小
林
　
咲
希
さ
ん
（
川
岸
小
5
年
）
 

あ
い
さ
つ
は
　
心
が
開
く
　
た
か
ら
箱
 

　
　
　
　
　
浜
　
　
徹
春
さ
ん
（
田
中
小
5
年
）
 

あ
い
さ
つ
は
　
朝
の
な
や
み
を
　
ふ
き
と
ば
す
 

　
　
　
　
　
宮
坂
　
　
伶
さ
ん
（
小
井
川
小
5
年
）
 

「
お
は
よ
う
」で
　
あ
な
た
も
ぼ
く
も
　
が
ん
ば
れ
る
 

　
　
　
　
　
山
岡
　
佑
多
さ
ん
（
湊
小
5
年
）
 

お
は
よ
う
の
　
一
言
だ
け
で
　
い
い
気
分
 

　
　
　
　
　
依
田
　
結
香
さ
ん
（
岡
谷
小
4
年
）
 

寒
い
日
も
　
あ
い
さ
つ
す
る
ほ
ど
　
ほ
っ
か
ほ
か
 

　
　
　
　
　
山
下
　
翔
子
さ
ん
（
神
明
小
5
年
）
 

お
は
よ
う
は
　
一
日
元
気
の
　
お
ま
じ
な
い
 

　
　
　
　
　
澤
　
　
瀬
奈
さ
ん
（
西
部
中
２
年
）
 

お
は
よ
う
と
　
ひ
と
声
か
け
て
　
ひ
ら
く
窓
 

　
　
　
　
　
武
居
　
美
幸
さ
ん
（
東
部
中
２
年
）
 

挨
拶
は
　
笑
顔
を
届
け
る
　
宅
急
便
 

　
　
　
　
　
金
井
　
律
子
さ
ん
（
南
部
中
1
年
）
 

お
は
よ
う
と
　
最
初
の
一
歩
　
ふ
み
だ
そ
う
 

　
　
　
　
　
今
井
　
綾
香
さ
ん
（
北
部
中
１
年
）
 

〔
学
校
、
学
年
は
3
月
現
在
〕
 ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎ ✐ ✎
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くらしと市税 
2004

くらしと市税 
2004

くらしと市税 
2004

固定資産税担当 
1２３－４８１１ 

内線１１２９ 

5２２－４１４６ 

　
土
地
の
評
価
は
、
地
目
別
に
評
価
基

準
に
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
評
価
し

ま
す
。
こ
の
地
目
は
、
宅
地
、
田
お
よ

び
畑
（
農
地
）、
鉱
泉
地
、
池
沼
、
山

林
、
牧
場
、
原
野
お
よ
び
雑
種
地
で
、

評
価
上
の
地
目
は
土
地
登
記
簿
上
の
地

目
に
か
か
わ
り
な
く
、
１
月
１
日
の
現

況
の
地
目
に
よ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
積

は
原
則
と
し
て
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ

れ
て
い
る
面
積
と
な
り
ま
す
。 

　
土
地
の
評
価
額
は
、
原
則
と
し
て
３

年
に
一
度
行
わ
れ
る
評
価
替
え
（
平
成

15
年
度
実
施
）
で
決
定
さ
れ
、
次
回
の

評
価
替
え
（
平
成
18
年
度
）
ま
で
は
そ

の
価
格
が
据
え
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
平
成
16
年
度
は

地
価
の
下
落
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

時
点
修
正
を
実
施
し
て
評
価
額
の
引
き

下
げ
を
行
い
ま
し
た
。 

　
平
成
16
年
度
に
お
い
て
も
、

住
宅
用
地
並
び
に
商
業
地
等

の
宅
地
（
非
住
宅
用
地
）
に

対
し
て
、
負
担
水
準
区
分
に

応
じ
た
負
担
調
整
率
が
適
用

さ
れ
る
特
例
措
置
に
よ
っ
て

税
負
担
の
均
衡
化
を
図
っ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
地
価
の

下
落
率
が
著
し
い
土
地
の
税

額
を
据
え
置
く
措
置
も
行
っ

て
い
ま
す
。（
負
担
水
準
の

割
合
は
別
表
１
お
よ
び
２
の

と
お
り
で
す
） 

　
平
成
16
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、
平
成
16
年
１
月
１
日
時
点
で
土
地
・
家
屋
・

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
（
登
記
簿
等
に
所
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る

方
）
に
お
願
い
し
ま
す
。（
１
月
１
日
以
降
に
売
買
等
に
よ
り
所
有
権
が
変
わ
っ

た
場
合
も
、
平
成
16
年
度
分
は
１
月
１
日
の
所
有
者
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
） 

　
税
率
は
1.4
％
で
、
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
の
課
税
標
準
額
の
合
計
に
税
率
を

か
け
て
、
税
額
を
算
出
し
て
い
ま
す
。 

税
負
担
の 

　
　
　
調
整
措
置 

　
平
成
６
年
度
の
税
法
改
正
に
よ
り
、
宅
地
の

評
価
額
は
国
の
地
価
公
示
価
格
の
７
割
を
目
安

に
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
地
価
公
示

価
格
の
２
割
か
ら
３
割
程
度
の
評
価
額
で
あ
っ

た
も
の
を
７
割
と
し
た
た
め
に
、
急
激
な
税
負

担
の
増
加
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
負

担
水
準
に
応
じ
た
負
担
調
整
率
を
掛
け
、
課
税

標
準
額
を
徐
々
に
上
げ
て
評
価
額
に
近
づ
け
る

措
置
を
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
負
担
水

準
が
低
い
場
合
は
評
価
額
が
下
が
っ
て
も
税
額

が
上
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

負
担
調
整
措
置
と
は 

固
定
資
産
税

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税 

《
土
　
地
》

《
土
　
地
》 

《
土
　
地
》 

負担水準 
100％以上 
80％以上100%未満 
40%以上80%未満 
30%以上40%未満 
20%以上30%未満 
10%以上20%未満 
10%未満 

負担調整率 
本則課税となり引き下げ 
据え置き 
１.０２５ 
１.０５ 
１.０７５ 
１.１０ 
１.１５ 

別表１ 住宅用地負担調整率表 

負担水準 
70%を超えるもの 
60%以上70%以下 
40%以上60%未満 
30%以上40%未満 
20%以上30%未満 
10%以上20%未満 
10%未満 

負担調整率 
70%まで引き下げ 
据え置き 
１.０２５ 
１. ０５ 
１.０７５ 
１.１０ 
１.１５ 

別表２ 商業地等（非住宅用地）負担調整率表 

平成１５年度の課税標準額 

平成1６年度評価額×住宅用地特例率 

 

負担水準＝ ×１００ 
平成１５年度の課税標準額 

平成1６年度評価額 
負担水準＝ ×１００ 

評価額 

課税標準額 調整率 

100%

70%

70%
評価額 

課税標準額 

平成６年税法改正 

地価公示価格 

100%

地価公示価格 

地価公示価格 

２０％～ 
　３０％ 

平成６年以前 

100%

評価額 課税標準額 

評価額 

課税標準額 

負担調整分 

100%

地価公示価格 

70%

２０～３０％ ⇒ ７０％にする差を
埋めるために課税標準額を負
担水準に応じて少しずつ引き
上げていきます。 

評価額と 
課税標準額の 

関係 



��

　
平
成
15
年
度
の
評
価
替
え
に
よ
っ
て

評
価
額
の
見
直
し
を
行
い
、
次
回
評
価

替
え
の
平
成
18
年
度
ま
で
の
、
今
年
度

（
平
成
16
年
度
）
と
平
成
17
年
度
は
そ

の
評
価
額
は
据
え
置
か
れ
ま
す
。 

 

課
税
明
細
書
の
送
付 

　
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
あ
る
課
税

明
細
書
に
は
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
（
名

寄
帳
）
の
内
容
と
同
様
の
所
有
物
件
、

評
価
額
、
課
税
標
準
額
、
負
担
水
準
な

ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
資
産

や
課
税
内
容
の
確
認
等
に
お
役
立
て
く

だ
さ
い
。 

 

路
線
価
お
よ
び 

標
準
宅
地
価
格
の
閲
覧 

　
平
成
16
年
度
の
宅
地
評
価
に
用
い
る

路
線
価
お
よ
び
市
内
の
標
準
宅
地
価
格

が
４
月
１
日
（
木
）
か
ら
税
務
課
資
産

税
担
当
で
閲
覧
で
き
ま
す
。 

 

都
市
計
画
税
に
つ
い
て 

　
都
市
計
画
税
は
、
道
路
の
建
設
、
下

水
道
の
普
及
・
改
良
、
あ
る
い
は
公
園

の
整
備
な
ど
の
都
市
施
設
の
建
設
・
整

備
と
い
っ
た
都
市
計
画
事
業
の
費
用
に

あ
て
る
た
め
、
土
地
や
家
屋
の
所
有
者

に
対
し
て
お
願
い
す
る
目
的
税
で
す
。 

（
た
だ
し
、
山
林
、
原
野
、
農
業
振
興

地
域
内
の
農
用
地
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
） 

　
税
率
は
0.2
％
で
固
定
資
産
税
と
あ
わ

せ
て
お
願
い
し
て
い
ま
す
。 

　
評
価
の
対
象
と
な
る
家
屋
と
同

一
も
の
を
、
評
価
の
時
点
に
お
い

て
そ
の
場
所
に
新
築
す
る
も
の
と

し
た
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
建
築

費
を
固
定
資
産
評
価
基
準
に
基
づ

き
算
出
し
た
も
の
で
す
。 

家
屋
の
評
価 

平
成
15
年
以
前
に 

　
　
建
築
さ
れ
た
家
屋 

　
建
物
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
資

料
に
基
づ
き
、
固
定
資
産
評
価
基
準
に

沿
っ
て
評
価
額
を
算
出
し
ま
し
た
。
な

お
、
新
築
の
住
宅
に
つ
い
て
は
、
新
築

時
か
ら
一
定
の
期
間
は
減
額
措
置
が
あ

り
ま
す
。 

平
成
15
年
中
に 

　
　
新
増
築
さ
れ
た
家
屋 

適
用
対
象
要
件 

◆
専
用
住
宅
や
併
用
住
宅
で
あ
る
こ
と

（
併
用
住
宅
は
、
居
住
部
分
の
割
合

が
1/2
以
上
の
も
の
に
限
り
ま
す
） 

◆
居
住
部
分
の
総
床
面
積
が
50
㎡
（
一

戸
建
以
外
の
貸
家
住
宅
35
㎡
）
以
上

280
㎡
以
下
で
あ
る
こ
と 

減
額
さ
れ
る
範
囲 

　
減
額
対
象
と
な
る
も
の
は
、
新
築
さ

れ
た
住
宅
用
の
家
屋
の
う
ち
住
居
部
分

に
限
り
、
併
用
住
宅
の
店
舗
部
分
、
事

務
所
部
分
等
は
減
額
の
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。
減
額
の
対
象
と
な
る
面
積
は
、

住
居
部
分
の
床
面
積
が
120
㎡
分
ま
で
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
住
宅
部
分
の
床
面

積
が
120
㎡
を
超
え
る
家
屋
は
、
120
㎡
分

が
減
額
の
対
象
と
な
り
、
残
り
面
積
は

減
額
の
適
用
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

減
額
さ
れ
る
期
間 

　
①
一
般
の
住
宅
（
②
以
外
の
住
宅
） 

　
　
…
新
築
後
３
年
度
分 

　
②
３
階
建
以
上
の
中
高
層
耐
火
住
宅 

　
　
…
新
築
後
５
年
度
分 

新
築
住
宅
の
減
額
措
置 

《
家
　
屋
》

《
家
　
屋
》 

《
家
　
屋
》 

評
価
額
＝
再
建
築
価
格
×
経
年
減
点
補
正
率 

再建築価格 

　
家
屋
の
建
築
後
の
年
数
の
経

過
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
耗
の
状

況
に
よ
る
減
価
等
を
あ
ら
わ
し

た
も
の
で
す
。 

経年減点補正率 

（在来分家屋） 

平成16年度の固定資産税・都市計画税の納期限 

第１期 ４月30日（金） 第２期 ８月２日（月） 

第３期 12月27日（月） 第４期 ２月28日（月） 
平成17年 

となっていますので、期限内納付にご協力ください。 
納付には、便利な口座振替をご利用ください。手続き
は税務課収納担当または金融機関の窓口でできます。 

2004

4･1


